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は　じ　め　に

　アメリカの国民通貨であるドルの国際的な金との交換の停止，すなわち不換ドル体制

への移行は，１９６８年（金二重価格制）から１９７６年（キングストン 合意）にかけて ，アメリカ

金融寡頭制のイニシァチブで，ブレトンーウ ッズ体制（以下，ＩＭＦ体制と略）を解体して

今日の国際通貨制度をつくりだしてい った過程である 。この移行過程でつくりだされた

不換ドルとそれに基づいた国際通貨制度は，１９８５年のＧ５体制発足（プラザ合意）によ

って発展させられているとはいえ ，その基本的内容は１９７０年代後半以降，今日にいたる

まで変わ っていない 。

　不換ドル体制への移行は，国際的な貨幣 ・信用制度の改革であ ったが，そこで問題と

なるのは，この今日的な通貨，信用およびそれに基づく制度とマルクス が『資本論』や

『経済学批判』などで明らかにした貨幣法則（価値法則を含む），信用法則との関係である 。

また，マルクスの貨幣法則，信用法則を前提にするだげで，果たしてアメリカの国民通

貨であるドルの国際的な不換制への移行を法則的に説明することができるのかというこ

とも問題である 。

　一方ては，マルクスの価値法目■１が貫徹していないようにみ疋る様 々の現象　　独占価

格， 国際的不等価交換なと　　 とあわせて ，価値概念と価値の存在形態とか一致した世

界貨幣である金がドルとリンクされないという現象，つまり世界貨幣たる金は価値尺度

であることをやめてしまっ たようにみえる現象から ，今日では，マルクス が『資本論』

などで明らかにした貨幣法則（価値法則），信用法則は廃棄されてしまっ たという見解が

存在する 。資本主義的生産関係の一つの基礎をなす貨幣法則，信用法則を現象する事実

のなかで捨ててしまえぼ，そうした法則のうえに立脚して展開された『資本論』も捨て
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さらなければならなくなる 。そうすれぱ，同じ資本主義的生産関係を前提として『資本

論』に匹敵する新しい法則を発見してそれを叙述しなければ，価値法則廃棄説もただ現

象のなかを這いまわる非科学的な現象追随主義にすぎないといえよう 。

　他方で，これらの現象は仮の姿であ って ，法則と無縁なところであらわれている「無

理」な現象であると理解する見解が存在する 。科学は現象する事実をその基本的法則か

ら合法則的に説明，展開されてこそ科学であるのに，この見解は科学的な説明，展開を

あきらめ否定してしまっ ている 。

　私はこの両見解とも正しくないと思う 。不換ドルの問題は，一方では，現代の支配的

資本である金融資本の蓄積法則によっ て規定されており ，他方では，マルクス が『資本

論』で明らかにした貨幣　信用法則（以下，私か貨幣　信用法則と　般的にいう場合には，帝

国主義段階を知らなか ったマルクス が『資本論』などで明らかにした貨幣 ・信用法則のことをさす）

によっ て規定されている 。不換ドルを科学的に説明するためには，また不換ドル体制へ

の移行を合法則的なものとして説明するためには，現代の金融資本の蓄積法則　　いう

までもなく ，現代の金融資本はレーニソの『帝国主義論』を基礎として把握される

と， 依然として作用しているマルクスが『資本論』などで明らかにした貨幣 ・信用法則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
との相互作用を分析することが必要である 。

　この相互作用の第一の側面は，こうである 。現代の支配的資本である金融資本は，生

産過程で生み出された剰余価値を基礎にしながらも ，価値収奪を全面的に展開していぐ

資本である 。しかし ，価値の概念と存在形態が一致した世界貨幣を媒介とする取引は ，

取引の決済においては等価交換であり ，金融資本の運動の限界をなす。そこで金融資本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
は， この限界を制限として意識してそれを突破しようとする 。すなわち，取引決済を通

じた価値収奪を実現するため，絶えず国際的な信用関係を発展させようとする 。この制

限突破の一つの形態が，金ドル交換停止であり ，不換ドルを国際通貨として通用させる

国際通貨制度の確立である 。これは，金融資本の蓄積法則が世界貨幣法則に能動的に作

　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
用してこれを侵害することを意味する 。したが って ，不換ドルを貫く基本法則，能動的

に作用する基本法則は，金融資本の価値収奪法則であり ，世界貨幣法則ではない。不換

ドルは，金融資本の世界的な価値収奪を媒介する「収奪通貨」なのである 。

　しかし，資本主義的生産関係の基礎的法則である貨幣法則は，自らに対する能動的な

作用であるこの侵害に対して反発し，この侵害を自らのうちに吸収し，その法則のうえ

で資本蓄積の運動をおこなわ娃ようとする 。この点では逆に貨幣法則が蓄積法則に反作

用し，それの制限となる 。したが って ，貨幣法則に対する侵害は，貨幣法則の廃止を意
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味しない。収奪通貨ドルによる国際的価値収奪は，依然として貨幣法則によっ て制限さ

れている 。これが相互作用の第二の側面である 。

　なお，不換ドル体制への移行をも含めた今日の国際的な貨幣 ・信用制度の分析という

ことを考えれぼ，それが国家意志の発動（たとえば金ドル交換序止）や国家問の協定の改

定， 国家間の協議をも含んでいるため，その分析は上述の二つの側面からだけでは不十

分であり ，金融寡頭制の意志の国家意志への転化，各国の国家意志の調整過程の具体的

な分析などが必要である 。不換ドル（体制）を法則的に説明するためには，以上の見地

から現実を分析しなけれぼならない 。

　ところが，この問題に関する従来の諸学説は，上述した二つの側面の相互作用として

この問題を解明していない。しかし ，この小論で国際通貨 ・信用制度や不換ドルの理論

的内容を全面的に明らかにすることは不可能である 。そこで，本稿の課題を以下の点に

絞りたい。すなわち，本稿は現代の金融資本の蓄積法則と ，国際通貨制度をつらぬく貨

幣・ 信用法則との相互作用を分析するという見地から ，不換ドルの理論的意味をわが国

の従来の諸学説をたどりながら ，その限界性を示すなかで明らかにする 。また，学説と

いうものは阿かの対象についての理論なのだから ，学説の批判のためには，まず批判の

対象とな っている諸学説が対象とする事実のイメージとそれを科学的に把握する私自身

の理論的な説明　　もちろん，国際的な通貨　信用制度や不換トルのような複雑な事実

をただちに全面的に分析することはできないから ，理論的な説明とい っても ，価値尺度

なとの基本的なものにかぎられるか　　なしにはおこないえない。そこて ，まず最初に ，

私が批判の対象とする事実のイメージとそれについての私自身の理論的な説明を概括的

に述べ，そののちにこの事実に関する諸学説を検討することにする 。

Ｉ　不換ドル（体制）の理論的基礎としての金融資本概念

　ＩＭＦ体制から不換ドル体制への移行過程では，金融資本の蓄積法則と ，貨幣 ・信用

法則とが相互作用しながら貫いているが，この移行の原動力は，あらゆる限界を制限と

して意識し ，それを突破しようとする金融資本の蓄積運動である 。したが って ，この移

行と不換ドル（体制）の基本的性格を規定するには，まず，その理論的前提としての金

融資本それ自体の概念について述べておく必要がある 。

　金融資本の概念は，レーニノによっ て明らかにされている 。レーニンは，『帝国主義

論』の第一章と第二章で，独占的産業資本と独占的銀行資本を分析してそのカテゴリー
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の内容を明らかにしたのちに，第三章で金融資本の概念の内容を簡潔に与えている 。

　「生産の集積，そこから成長してくる独占体，銀行と産業との融合，あるいは癒着 ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
　　 これが金融資本の発生史であり ，金融資本の概念の内容である」。

　すなわち，独占的産業資本と独占的銀行資本との「融合あるいは癒着」が金融資本の

概念の内容である。それでは，この「融合あるいは癒着」の本質的内容は，どのような
　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
ものであろうか。それは以下の通りである 。

　第一に，金融資本の二つの構成要素である独占的産業資本と独占的銀行資本は，相互

に依存しあいながらも ，相互に相対的自立性をもっ た実在的で個別的なものとして存在

しつつ，両者は独占的銀行資本の主導のもとに融合 ・癒着している 。独占的銀行資本は

すべての産業部門のさまざまな企業と取引関係をもつ。しかも ，資本の部門間移動が貨

幣資本形態でしかおこなわれないがゆえに，金融資本の投資戦略を決定する位置にある 。

また，銀行固有の業務や取締役兼任の中心になることを通じて，あらゆる産業部門の実

情と企業の営業状態にかかわる情報を集中している 。こうして ，独占的銀行資本が金融

資本の二つの構成要素を統一する能動的な役割を果たす 。

　第二に，しかし，金融資本の受動的な構成要素である独占的産業資本は，独占的銀行

資本に対して一方的に受動的ではない。やはり剰余価値生産を担うものは産業資本であ

って ，銀行資本がえる利潤は結局は産業資本が生み出した剰余価値の転化形態である 。

剰余価値を生産し，資本主義的な生産力の発展の担い手であるという点では，独占的産

業資本は資本主義的生産の能動的な担い手である 。

　第三に，金融資本は独占的産業資本と独占的銀行資本の融合 ・癒着であるのだから ，

その構成要素である独占的産業資本も独占的銀行資本も ，その自立性，実在性が基本的

に奪われて ，金融資本という新しい法則にしたか って運動する非自止的な，金融資本の

内部的な構成要素とな っている 。つまり ，金融資本が一般であり ，独占的産業資本と独

占的銀行資本が特殊である 。このため，独占段階の経済過程の主体は個別的な金融資本

集団となり ，資本の競争は基本的には，金融資本集団間の競争を主軸としておこなわれ

る。 そこでは，大企業と中小企業との競争関係は消滅し，少数の大企業による大多数の

中小企業に対する支配 ・強制関係が現れる 。

　第四に，この金融資本という経済的カテゴリーの人格化として ，金融資本を指導する

少数の金融資本家たちのグループが，個別金融資本集団の枠を越えて形成される 。この

グループを金融寡頭制といい，金融資本集団の共通の利益の維持と獲得のために機能す

るとともに，個別金融資本集団の利害関係から相対的に独自に機能する 。

（３６０）
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　以上が概略的にみた金融資本それ自体の概念である。この金融資本が，剰余価値生産

を基礎にしながら ，価値収奪を全面的に展開すべく多面的に運動していくのである 。と

ころで，ある通貨と別の通貨との交換比率は外国為替相場として現れ，この相場の変動
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
は「一国の貨幣の減価」と「当面の国際収支」によっ て規定されるが，金融資本の蓄積

運動はこの二つの要因に作用を及ぽす。「一国の貨幣の減価」に及ぽすｆ乍用はこうであ

る。 資本は一般に，一方で，生産と消費，生産諸部門間の均衡を法則としているが，他

方で，資本の無限の蓄積衝動に規定されて生産と消費および生産諸部門間の均衡関係を

破壊していく 。自由競争段階では，この矛盾は過剰生産が一定の点に達した時に経済恐

慌として爆発したが，金融資本の支配する独占段階では，国家が公債の発行によっ て得

た貨幣を独占的産業資本の生産する過剰な商品の購買にあて ，過剰資本を処理して独占

的産業資本を救済する 。いわゆるケインズ政策である。独占段階における生産力の飛躍

的な拡大がつくり出す過剰資本を処理するためには，公信用の急激な膨張が必要であり ，

貨幣制度は見換制から不換制に移行する 。しかし ，流通必要金量を越える紙券の流通へ

の強制的な投入は貨幣法則の侵害てあり ，その反発としてイノフレーノヨノ　　通貨価

値の減価　　という現象か生じる 。独占段階においては，ケイノス 政策による通貨価値

の減価は必然である 。しかも ，ケイソズ政策の内容が各国で異なるため，各国通貨の減

価率も不均等となり ，各国が国内不換制をとっている場合には，各国通貨の交換比率は

異ならざるをえない 。

　ｒ当面の国際収支」に及ぽす作用はこうである 。独占段階の支配的資本である金融資

本は，国内の狭隆な蓄積基盤を乗り越えていくために，商品輸出をすすめるとともに ，

海外直接投資をすすめ，多国籍企業，多国籍銀行として国際的に展開していく 。また ，

相対的に強い金融資本をもつ国は，経済的 ・軍事的援助をつうじて相対的に弱い金融資

本をもつ国や途上国を従属させていく 。これらの運動は，国際収支に反映するため，各

国の相対的地位の違いに応じて各国の国際収支は不均等に変化する 。戦後資本主義世界

体制を主導する地位にあり ，自国通貨が国際通貨であるため国際収支の赤字を無視でき

たアメリヵは，第二次大戦直後からマーシャル ・プラン ，ＭＳＡ援助をはじめとする対

外援助を続け，１９５０年代から海外直接投資を急膨張させてい ったため，西欧，日本の生

産力の回復に伴うアメリカ貿易収支の黒字幅縮小とあわせて国際収支を悪化させてい っ

た。 逆に，日本や西ドイツは，生産力を発展させて貿易収支の黒字を達成してい った 。

このことから ，各国通貨建為替の需給関係は異ならざるをえないことになり ，各国通貨

の交換比率は不均等に変化していく 。
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　以上が，金融資本それ自体の概念と ，その運動が各国通貨の交換比率に及ぽすｆ乍用の

概括である 。次に，現代の金融資本の蓄積法則と ，マルクス が『資本論』たどで明らか

にした貨幣 ・信用法則との相互作用を分析するという見地から ，不換ドルの理論的意味

を明らかにしていこう 。

ｎ　不換ドル（体制）とアメリカ金融資本

　（１）金融資本の蓄積とＩＭＦ体制

　ドル体制は現代の支配的資本である金融資本から独立に存在しているのではなく ，そ

の受動的要素として存在する 。ドル体制の基礎には金融資本が存在し，その変化，発展

を主導している 。したが って ，金融資本から切り離して貨幣規定と信用規定を与えただ

けては，不換国際通貨トルの規定を与えたことにはならない。不換国際通貨トルは，金

融資本の蓄積法則が能動的に作用して価値法則を侵害し ，価値法則がこの侵害にたいし

て反発するという関係である 。ここでは，金の価値尺度機能と国際的最終決済手段機能

についてみる 。その意味を概括的に述べれば以下の通りである 。

　第二次世界大戦後の世界では，戦争による不均等発展　　欧州，日本の破壊とアメリ

カの発展　　の結果，一方で ，欧州と日本における現実資本の蓄積を回復するための商

品輸入の必要性と国際的支払手段の不足が生じ，他方でアメリカにおける現実資本の過

剰と世界貨幣としての金の集中が生じていた。すなわち，アメリカ金融資本にとっ ては

欧州と日本の支払手段の不足が過剰資本の処理を限界づけており ，欧州と日本の金融資

本にとっ ても同じことが現実資本の蓄積の回復にとっ ての限界とな っていた。つまり ，

国際的商品取引の回復にとっ て欧州と日本の支払手段不足が限界をなしており ，この限

界を制限として意識し，それを突破することが，各国金融資本の共通の利害とな ってい

たのである 。

　この制限突破の形態は，最も力の強い金融資本をもっ たアメリカが，相対的に力の弱

い金融資本をもっ たアメリカ以外の国を国際的貨幣 ・信用関係において支配し ，従属さ

せるという形態で実現した。マーシャル援助，ＭＳＡ援助をはじめとするアメリヵのド

ル散布　　各国のトル建為替勘定の補填　　である。トル散布の結果，国際取引の決済

はアメリカの銀行におかれた非居住者保有のドル勘定に集中され，国際取引にしめるド

ル建 ・ドル決済の比率が決定的に高まっ た。 ドルは国際取引において価格表示手段 ・決

済手段として機能するという意味で国際通貨とな った。そして ，ドルの国際通貨として
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の地位をさらに高めたのがＩＭＦ協定であ った。ＩＭＦ協定はドルに，外国為替相場の基

準としての機能，一国の通貨当局が為替相場に介入する際の介入通貨としての機能，一

国の対外準備資産としての機能を与えたのである 。

　ここに，トル中 ・し・の国際通貨体制　　ＩＭＦ体制　　か成立し ，国際的貨幣　信用関

係におけるアメリカの特権的地位が確立した。アメリカ金融資本は国際通貨制度におい

ても戦後世界体制を主導していく条件を獲得し ，逆に，相対的に力の弱い日本，欧州の

金融資本は，アメリカに支配されることで，自らの復興と発展の条件を獲得した。この

国際通貨面での支配 ・従属関係の成立により ，１９３０年代のブ ロック通貨体制，世界市場

の経済 フロソクヘの分裂にかわる新たな国際経済関係　　統一的な国際通貨体制，統一

的な世界市場　　か出現し ，各国金融資本は国際的な商品取引の拡大によっ て国内の蓄

積基盤を固め，資本取引の拡大によって狭隆な国内の蓄積基盤の限界を乗り越えて多国

籍企業，多国籍銀行として国際的に展開してい った。ＩＭＦ体制は，戦後の力関係を基

礎にして ，アメリカを先頭とする各国金融資本が戦後の資本蓄積の条件にあわせてつく

り出した国際的貨幣 ・信用制度であ った。このことをＩＭＦ体制の制度的内容と関連さ

せてみれぼこうである 。

　ＩＭＦ（国際通貨基金）は，１９４４年７月 ，４４ヵ国の参加で開かれた連合国通貨金融会議

で成立したブレトン ーウ ッズ協定にもとづいて ，国際復興開発銀行（世界銀行）ととも

に設立された国際通貨協力機構である 。その基本的な任務は為替安定操作に必要な外貨

資金の供給であ ったが，戦後のドル不足の時期からアメリカのドル援助依存が続き ，そ

の後の基金機能拡大措置にもかかわらず，１９５０年代まで外貨資金供給機構としてはドル

援助を補完する役割しかはたしえなか った。また協定第４条を実質化するための金価格

の固定もアメリカの金ドル交換とイ１■グラノド銀行による ロンドソ自由金市場への介入

操作に依存していた。したが って ，ＩＭＦ体制は，ブレトソ ーウ ッズ協定とそれを実質

化するための諸制度の体系として理解しなけれぼならない 。

　ＩＭＦ体制の協定上の目的は，（ｉ）国際通貨協力を促進して ，（ｉｉ）貿易の拡大均衡を助

長し ，加盟国の雇用 ・所得の高水準の確保および資源開発に寄与すること ，（ｉ刮このた

め「為替の安定を促進し，加盟国の秩序ある為替取極を維持し，競争的為替減価を防

止」すること ，（ｉ｝為替制限を除去して多角的支払制度を確立すること ，（ｖ）収支不均衡

調整のために基金を利用させる ，というものであ った（第１条）。 この目的を実現するた

めに，協定は，「戦後の過渡期」をのぞいて（第１４条）経常的支払にたいする為替制限を

禁止し ，通貨の自由な交換性を義務づけた（第８条）。 それとともに，各国通貨の平価を
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「共通尺度たる金」または「１９４４年７月１日現在の量目および純分を有する合衆国ドル」

（金１オンス：３５ドル）で表示し ，これをＩＭＦに登録し，為替相場の変動幅を平価の上下

各１％に維持することを義務つけた（第４条）のである。この二つ　　通貨の自由な交

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
換性とその交換比率の固定　　かＩＭＦ協定の基本的な内容である 。そこてまず，通貨

の交換比率が固定されたことからみていく 。

　ある通貨と別の通貨の交換は外国為替市場でおこたわれ，その交換比率は外国為替相

場として現れるのだが，この相場の変動は「当面の国際収支」と「一国の貨幣の減価」

によっ て規定される 。ところが，すでにＩ章でみたように，各国の独占的産業資本の生

産力の発展を基礎とする経済的力の発展は不均等であり ，国際収支の順逆も不均等であ

る。 また，各国のケインズ政策にもとづく通貨の減価率も不均等である 。したが って ，

相対的に強い通貨と弱い通貨が生まれ，その交換比率は絶えず異ならざるをえない。に

もかかわらず，各国通貨の交換比率を固定しておくためには，各国通貨を不変の度量単

位に結びつけておく必要がある 。そこで，ＩＭＦ体制では，各国通貨を金の重量単位に

結びつけたのである。しかも ，各国通貨と金の結びつきは，１ドルが金１／３５オンスを代

表することを取り決め，このドルという貨幣名称を度量単位として各国通貨の代表金量

を算出するという方法でおこなわれた。例えば，金１オソス＝３５ドルと１ドル＝３６０円

から ，１円が金２．４６８５３ミリグラムに結びつけられたのである 。

　とはいえ，金は労働生産物であり ，その価値は金生産部門の生産性の変化に応じて変

化するから，金価値の変動に応じてある一定の金属重量が表す価値量も変動する 。各国

通貨の価値を不変とすれぱ，金価値が１０分の１に下落すれぱ，各国通貨の１単位が代表

する金量はもとの１０倍になる 。また，金に固定比率で結びつげられたドルも減価するか

らドルの代表金量は低下していくし，さらにドルは各国通貨に対して不均等に減価する

から ，各国通貨の代表金量間の比率も絶えず変動する 。したが って ，ドル１単位を金３５

オンスに結びつけ，金公定価格と金市場価格を固定することは名目上のことであ って ，

むしろ，この代表関係を維持することは金の価値尺度機能の侵害である。この侵害に対

する価値法則の反発が，後に金市場価格の高騰と金ドル交換の停止として現れるのであ

る。

　だが，このように，価値法則を侵害してドルに各国通貨を固定的に結びつけることに

よって ，アメリカ金融資本は国際通貨制度においても戦後世界体制を主導していく条件

を獲得し，相対的に力の弱い日本，欧州の金融資本は，アメリカに支配され，従属させ

られることで自らの復興と発展の条件を獲得した。統一的な国際通貨体制，統一的な世
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界市場のもとで，各国金融資本は国際的な商品取引の拡大によっ て国内の蓄積基盤を固

め， 資本取引の拡大によって狭隆な国内の蓄積基盤の限界を乗り越えて多国籍企業，多

国籍銀行として国際的に展開してい った。また，固定されるレートの水準が先進資本主

義国には「過高評価」，発展途上国には「過低評価」になるというのが一般的な傾向で

あっ たため，各国金融資本はこの為替 レートをつうじた国際的不等価交換により ，ドル

を媒介にした世界的な価値収奪の条件を獲得し ，市場支配と国際的展開をすすめた。こ

の意味で，ＩＭＦ体制下のドルもｒ収奪通貨」なのである 。

　ＩＭＦ体制の制度的内容との関連でもう一つみておかなければならないのは，金の国

際的最終決済手段機能についてである 。すなわち，アメリカが，財務長官の専務理事あ

ての１９４９年５月２０日付書簡において ，各国通貨当局に対する確定分量での金ドル交換を

保証したことにより ，国際的な債権債務の相殺差額　　各国のトル債権　　か最終的に

金で決済されることにな った。これは，世界市場において働く価値法則の一つのモメソ

トであるｒ国際的最終決済手段は金である」という法則がこの体制に貫徹していること

を意味する 。これにより ，第一に，アメリカの国際収支政策が限界づけられることにな

った。国際収支赤字の継続による対外短期債務の累積が，アメリカの金保有量によっ て

制限されるからである 。１９６０年代末までのアメリカの国際収支構造は，資本収支と移転

収支の赤字を，貿易収支と貿易外収支の黒字で埋め合わせるという構造にな っていた 。

したが って ，金融資本の国際的展開と国家による対外援助が価値法則によっ て制限され

ることになる 。第二に，財政 ・金融をつうじた成長政策も限界づけられることにな った 。

流通必要金量をこえる無価値な紙券の強制的な投入によるドルの金に対する絶対的減価

はドルに対する信認を動揺させ，金による最終決済を求める運動を引き起こすからであ

る。

　だが，「国際的最終決済手段は金である」という法則が貫徹すること ，すなわち各国

通貨当局保有トルかいつても確定金量と交換てきることは，各国通貨当局のトルに対す

る信認の一つの根拠にな っており ，この法則が貫徹することで，ドルを中心とする統一

的た国際通貨体制が維持された。その意味では，価値法則が貫徹することは，金融資本

の蓄積法則に照応しており ，この基礎上でこそ金融資本は運動した。これは同時に，金

融資本は価値法則の限界のなかで運動しなけれぼならないことを意味しているのである 。

　最後に，ＩＭＦ体制の制度的内容として ，通貨の自由な交換性についてみておく 。自

国通貨の外貨との交換の自由，通貨の交換性の回復は，非居庄者経常勘定については西

欧諸国が１９５８年，日本では１９６０年に，居庄者勘定については西欧諸国が１９６１年，日本が
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１９６４年に実現した。アメリカは最初から外貨との交換性を保証していたから ，この時期

に先進資本主義諸国通貨間の交換性が回復したことになる 。協定の言葉で表現すれぱ ，

先進資本主義諸国が第１４条を適用していた国から ，第８条の義務を受諾した国（８条国）

へ移行したのである 。西欧諸国は経常的支払いの自由化に伴い資本取引に対する為替管

理も撤廃してい ったので，この面でも通貨交換性の回復が進んだ 。

　自国通貨を自由に外貨に換えることができ，為替相場が狭い変動幅で維持されている

ならば，自国通貨を出せば常にはぽ同量の外貨を入手でき ，どこの国の商品に対する支

払いもできるし，どこの国の証券を買うこともできるようになる 。つまり ，自由な交換

性の回復は，各国金融資本の国際取引の拡大の条件と蓄積をい っそう進めるための条件

を保証したことを意味する 。

　さらに，あらゆる通貨が自由に別の通貨に交換できるということは，どの国の通貨も

民間取引におげる価格表示 ・決済手段になりうるという意味で，国際通貨として機能す

る可能性を与えられたことを意味する 。すなわち，Ａ国通貨のＢ国通貨への自由な交換

が可能であれぱ，Ｂ国の資本ｂがＡ国の資本 ａにＡ国通貨建て ・Ａ国通貨決済で輸出し

ても ，ｂにとっ て問題はなく ，ａ がｂに自国通貨建て ・自国通貨決済で輸出しても ，ｂ

にとっ て問題はない。同じく ，Ｂ国通貨のＡ国通貨への自由な交換が可能であれぱ，こ

の取引をＢ国通貨建て ・Ｂ国通貨決済にしても ａにとっ ては問題はない。このことはＡ

国通貨，Ｂ国通貨の金交換性に関係なくいえることである 。したが って ，自由な交換性

の回復は，一定の比率での金との交換性をもたたい通貨にも国際通貨として機能する可

能性を与えるのであ って ，それは複数国際通貨体制の可能性を与えるという意味をもつ 。

だが，交換性が回復したからとい って ，ただちに，複数国際通貨体制が出現するわけで

はない。実際には，相対的に強い金融資本をもち，世界貿易の中心国であり ，国際金融

の中心でもあるアメリカの国民通貨ドルが国際通貨としての地位を維持する 。だから ，

通貨の自由な交換性は，国民通貨が国際通貨に転化する可能性を与えるだけであ って ，

この可能性が現実性に転化するためには，資本主義世界体制に抽ける力関係の変化が必

要であり ，それなしには，複数国際通貨体制が出現することもない 。

　自由な交換性の回復はまた，各国の通貨を為替市場における投機対象とすることによ

って平価変更の可能性と必然性を生み出す。固定相場制のもとでも ，各国金融資本の無

政府的競争や発展の不均等性，さらに個別資本の無政府的競争は法則的に貫き ，国際収

支の黒字国と赤字国とが生まれる 。しかも ，国内不換性に基づいた赤字国債発行政策に

よっ て各国通貨の減価率は異ならざるをえない。為替相場は国際収支を反映した為替の
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需給と各国通貨の減価率によっ て規定されているから ，固定相場制のもとでも為替 レー

トの切り下げ ・切り上げが必要となる 。ＩＭＦ協定では，ｒ基礎的不均衡を是正しようと

する場合」にはｒ自国通貨の平価の変更を提議」し ，ＩＭＦの合意を得たうえでｒ平価」

を変更することが認められていた（第４条第５項）。 そこで，切り下げが予想される国か

ら預金を引き上げ，切り下げが予想される国に投下するという運動が発生する 。これは ，

貨幣資本の価値維持を求める運動であるとともに，金融的利得を獲得するための投機的

運動である 。通貨当局は，固定相場を維持するために，為替市場に介入するが，無限に

介入することはできないから ，投機圧力が強まれぼ，「平価」を変更せざるをえないこ

とになる 。

　（２）ＩＭＦ体制における金融資本の蓄積の限界

　前節でみたように，ＩＭＦ体制のもとにおける金融資本の蓄積は，価値法則を基礎に

しながら価値法則を侵害して進められてきた。しかし ，価値法則を侵害すれぼその反発

を引き起こすし，また価値法則の限界の中で運動しなけれぼならない金融資本はこの限

界を突破しようとする 。

　価値法則の反発は，まず最初に，１９６０年１０月の ロソドン自由金市場での金価格の暴騰

として現れ，通貨の自由な交換性の回復にともない貨幣資本が投機的に運動しはじめる

と， 激しいゴールド ・ラ ッシ ュが引き起こされるようにな った 。１９６７年１１月から１９６８年

３月にかけての三波にわたるゴールド ・ラ ッシ ュによる ロソドン 金市場閉鎖（６８年３月

１５日 ，４月１日再開）はその現れである 。また各国金融資本が保有する過剰な貨幣資本は ，

各国通貨に対しても投機的運動をおこなうようになり ，１９６８年１１月には相対的に強い通

貨をもつドイツを中心として ヨーロッバで為替投機が発生し ，１１月２０日には，ヨーロッ

バ為替市場が閉鎖されるという事態が発生した。ゴールド ・ラ ッシ ュにせよ ，為替投機

にせよ ，いずれも投機によっ て媒介されているとはいえ，これらはドルをはじめとする

弱い通貨に対する信認の動揺から生じているのであり ，これは根本的にはＩＭＦ登録金

平価および対ドル基準相場の価値法則からの乖離に基づいている。これは価値法則の反

発である 。また，金ドル交換は，「国際的最終決済手段は金である」という法則の貫徹

を意味していたが，各国の金ドル交換によるアメリカ保有金の減少は，金ドル交換停止

の可能性を発展させてい った 。

　しかし，ＩＭＦ体制は確定金量での金見換と金市場価格の固定をその存立の条件とす

る国際通貨体制であり ，国際的支払いの相殺差額（ドル残高）が累積してアメリカの金
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保有量を上回 ったり ，インフレーショノによるドル価値の減価を反映して金市場価格が

上昇したりすると ，この体制の存立そのものが脅かされる 。国際的貨幣 ・信用関係は ，

金融資本の蓄積の不可欠の条件であり ，それなしには，国際的商品取引も国際的資本取

引もおこなえず，帝国主義世界体制を維持するための対外援助も不可能になる 。国際的

貨幣 ・信用関係の維持は金融資本の必然的な意志である 。ここに金市場価格の固定，金

見換の維持のための国際通貨協力やアメリカの国際収支対策がおこなわれる必要性が生

じる 。しかし，これらの措置はドル残高の増大と金市場価格の上昇の根本的歯止めには

ならず，１９６１年に非居住者保有ドル残高がアメリカの金準備を上回り ，１９６７年には，通

貨当局保有ドル残高だげでアメリカの金準備を上回ることにな った。金市場価格は ，

１９７１年には，金１オンス＝４２．５ドルまで上昇していた。ＩＭＦ体制は国際的貨幣 ・信用

関係の維持をその蓄積の条件とする金融資本にとっ て限界に転化した 。

　（３）金融資本による制限の突破　　不換トル体制への移行

　一般に資本主義生産様式の支配的法則，過程を貴く基本的法則は，剰余価値法則であ

り， その展開形態である資本蓄積の法則である 。独占段階では，生産過程で生み出され

た剰余価値を基礎にしながら価値収奪を全面的に展開していく金融資本の蓄積法則であ

る。 ドル残高の増大と金価格の上昇とによっ て， 金価格の固定をその成立の条件とする

ＩＭＦの維持が不可能になると ，国際的貨幣 ・信用関係の維持と ，国際通貨を通じた価

値収奪　　国際的不等価交換　　を，その蓄積の不可欠の条件とする金融資本は，それ

を維持するために，金に制限された国際通貨体制をその狭い基盤から解放し ，新しい国

際通貨体制を能動的につくりだしていっ た。 金二重価格制（１９６８年）からキングストン

合意（１９７６年）にかけての不換ドル体制への移行である
。

　不換ドル体制への移行がアメリカ金融資本の意志の実現であることは，金ドル交換停
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
止（１９７１年８月）の直前に提出された『ウィリアムズ報告』（同年７月）をはじめ，その
　　　　　　　　　　　９）
前後に提出された財界文書によっ て確定できる 。とくに，『ウィリアムズ報告』は大統

領諮問委員会の報告であることや，アメリカの金融資本を代表するメンバー で構成され

ていること ，その提出時期などからみてアメリカ金融資本の意志を集約したものと考え
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０）
られる 。また，金融資本の意志の国家意志への転化の過程も当時の議会文書や大統領経
　　　　　　　　　　　　１１）
済諮問委員会（ＣＥＡ）の報告にあらわれており ，さらにアメリカと日本，ヨーロッバと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２、
の調整過程も日米経済協議会合同総会報告たどで確認できる 。不換ドル体制への移行は ，

アメリカに主導された各国金融資本の意志の実現であり ，あらたな蓄積条件の獲得であ
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る。 対外金免換の停止によっ て， アメリカは金による国際的最終決済をいくらでも繰り

延べられるようになり ，ドルに対する信認の動揺がおこらないかぎり ，国際収支赤字を

継続できることにな った。また，途上国との関係では，固定相場制が維持されたため ，

国際的価値収奪は継続された。したが って ，アメリカ金融資本は，ドルを媒介とする世

界的な価値収奪の条件を新たに獲得したのであり ，不換ドルは，国際的な商品取引や資

本取引の決済を通じたアメリカ金融資本の世界的な価値収奪を媒介する「収奪通貨」な

のである 。

　このことによっ て， 金融資本の蓄積運動は価値法則から自由になれるかのようにみえ

た。 価値尺度および国際的最終決済手段としての金は国際通貨体制から姿を消したかの

ようにみえた。このことの本当の意味は金融資本の蓄積法則による価値法則の侵害とい

うことであ って ，もし金融資本の蓄積法則が価値法則を侵害して ，価値法則を廃止して

しまえぼ，資本主義的生産はその成立の基礎を失 ってしまうことになる 。資本主義的生

産は国内的にも ，国際的にも普遍的に発展した商品生産であり ，資本主義的生産関係が

商品生産関係てあるかぎりにおいて ，それの存立の一つの基礎は価値法則　　商品を生

産し ，交換する主体がアメリカ帝国主義のような発展した資本主義国であろうと ，いわ

ゆる第一次産品に依存する途上国であろうと ，また，個別金融資本であろうと ，単純商

品生産者てあろうと ，価値法則は自由て平等な商品生産者の関係　　てある 。したか っ

て， 資本主義的生産の基礎的法則としての価値法則は，この侵害に対して反発し ，この

侵害を自らのうちに吸収し ，その法則のうえで運動させようとする 。たとえぼ，ドル相

場の傾向的低落による複数国際通貨体制の可能性の発展や，自由金市場での金価格暴騰

による国際通貨制度の危機である 。収奪通貨ドルによる国際的価値収奪は，価値法則に

よっ て依然として制限されているのである 。

皿　不換ドル（体制）の理論的把握をめく“る諸学説について

（１）無理説

　不換国際通貨ドルが通用することを「無理」と理解する小野朝男氏の見解をまず検討

しよう 。小野氏は，価値法則の展開形態である世界貨幣の規定をｒ世界貨幣は金」であ

ると理解しておいて ，このように理解した価値法則を産業資本主義よりもはるかに発展

した独占段階の，しかも現代の不換国際通貨ド
ノしに

，金融資本の蓄積の現代的形態を媒

介項にいれることなく ，直接的に適用する方法をとられている 。たとえぼ，こうである 。

（３６９）
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　　 「ドルが金に代わ って国際通貨として機能するのは，ドルが金為替であるからである 。……しか

　るに，このドルが金免換を停止し ，金為替であることをやめたのである 。……ニクソノ 声明以降

　のドル為替の国際通貨としての機能は，……本来，機能しえないはずのものを機能さすことを意
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３）
　味する。したが って ，そこには無理があり ，矛盾がある」。

　また，今宮謙二氏も ，同じ見地から次のように述べられている 。

　　 「ここでは っきりしておきたいことは，不換制下の国際通貨体制においては世界貨幣＝金以外

　に国際通貨は存在しないということである 。したが って ，この面でみるならぱ，不換制下では ，

　国際通貨体制は崩壊せざるをえないということである…… この矛盾を克服するために，原理的

　に国際通貨となりえない国民通貨を，現実的に流通させることにな ったのである 。これは論理の
　　　　　　　　　　　　　　１４）
　矛盾ではなく ，現実の矛盾である」 。

　以上にみられるように，両氏は，「世界貨幣は金である」という抽象的に理解された

価値法則を不換国際通貨トルにつきあわせてその妥当性を検討し，それをこの理解から

はずれる本来的でないもの，原理的に説明できないものと宣言する 。しかし ，抽象的な

法則を個 々の具体的な現象に直接的に適用し，その妥当性を吟味する方法はリカードゥ

の方法であ って ，マルクスの方法ではない。抽象的た法則は幾多の中間項をへて ，具体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５）的で複雑な現象のなかで確認される 。科学は媒介である 。これがマルクスの方法である 。

両氏は，「世界貨幣は金である」という規定からはずれる現実を無理，原理に反するも

のと理解することで世界貨幣についての公式を守 った。しかし ，「本来機能しえないは

ずのもの」や，「原理的に国際通貨となりえない」ものが現実に通用しているのだから
，

この見解は現実を説明しない見解であるか，あるいは現実を誤って解しているかのどち

らかである ，と私は思う 。私は，この現実に通用しているという事実は認めるべきであ

って ，「無理」なものが「現実化」しているという両氏の主張の方法的基礎にあるもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６）
は， 宇野弘蔵氏の方法的立場とまっ たく同じものである 。「無理」なものが何年にもわ

たっ て現実に存在することなどありえない。問題は，一見，不合理にみえる現実を法則

的に説明することである 。

　小野氏は，国際通貨の　般的規定を，マルクスのいう世界貨幣としての金の三つの機

能としたうえで，外国為替手形がその機能を担う場合は，それが金為替でなければなら

ないとされている 。氏は次のようにいわれる 。

　　 「世界貨幣としての金の『一般的な支払手段として ，　般的な購買手段およぴ杜会的な富一般

　の体化物として』の機能は，国際間における金の機能として営まれる 。……このような機能を営

　むにあた って ，国際間を転 々流通することにより ，いわゆる国際通貨としての機能を果たすこと

　になる 。…… 世界貨幣としての金の国際通貨としての機能は，流通費を伴うことから，できる限

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３７０）
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りその節約が企図される 。そして ，その結果として ，金に代わ って外国為替が国際通貨として利

用される…… ところで，このように金に代わ って外国為替が国際通貨として利用されるのは ，

外国為替が債権債務の相殺に利用できる信用証券であるからである 。……国際通貨として機能す
　　　　　　　　　　　　　　　１７）
る外国為替は，金為替でなければならない」。

　すなわち，国際間の債権債務の相殺に利用できる外国為替が，金為替である場合に限

って ，国際通貨として機能するといわれるのである 。これは，一面では，国際的商業信

用関係　　外国為替取引　　におして国際通貨を規定されていると理解てきるのてあ っ

て， いわゆる国際通貨規定の「フロー・ アプ ローチ」である 。現在，国際通貨の規定は ，

国際的銀行信用関係を分析して ，中心国銀行に置かれた非居住者保有の中心国通貨建て

債権と規定する見解，いわゆる「ストック ・アプ ローチ」が支配的であるが，私は，銀

行信用関係においてだげでなく ，商業信用関係においても国際通貨の規定をおこなう必
　　　　　　　　　　　１８）
要があると考えているので，その限りでは，小野氏の見解にも参考になる内容カミ含まれ

ていると思う 。だが，問題は，外国為替手形の金交換性を，外国為替が国際通貨として

機能するための不可欠の条件とされることである 。外国為替手形の金交換は，国際間の

債権債務の相殺差額を世界貨幣としての金で最終的に決済するということなのだから ，

債権債務が相殺される限りは，金交換性をもたない国民通貨でも国際通貨として機能す

る。 しかも国際取引の決済がドル建 ・ドル決済に集中するのは，先進資本主義諸国のド

ルに対する信認に基づくのであ って ，ドルの金交換性はその信認の一つの条件であ って

不可欠の条件ではない。その意味はこうである 。国内における不換紙幣の流通は，不換

国家紙幣であれ不換銀行券であれ，国家の強制通用力と国民によるそれへの信認に基づ

いている 。だが，国家の強制通用力が作用するのは，一国の内部に限定されるから国境

をこえて不換紙幣が流通することはない。ドル紙幣といえどもその流通部面はアメリカ

国内に限定される 。国境をこえて流通するのはドル建の外国為替手形だけである 。そこ

で問題は，何故，国際取引の決済がドル建 ・ドル決済に集中するかである 。そもそも国

際取引は，自国通貨建 ・自国通貨決済でおこなう方が為替リスクを負わなくてすみ，ま

た自国通貨の為替相場が暴落しないかぎり国際収支の赤字を無視できるのだから ，先進

資本主義諸国の力関係が対等であれば，各国は自国通貨建で国際取引をおこなおうとす

るはずである 。実際，第二次大戦前の先進資本主義諸国は，このことを一つの条件とし

て， 通貨ブ ロッ クを形成してブ ロック経済体制へとすすんでい った。だが，戦争をつう

じた不均等発展は，先進資本主義諸国間の力関係を根本的に変革した。相対的に強い金

融資本をもつアメリカが，相対的に弱い金融資本をもつ西欧と日本を支配 ・従属させる

（３７１）
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という国際関係が成立した。ｎ章で見たように，この支配 ・従属関係を基礎にして ，ド

ルを国際通貨とするＩＭＦ体制がつくりだされた。だから ，ドルに対する信認は，アメ

リカの政治的 ・経済的力の相対的な強さに基づいており ，また統一的な国際通貨体制を

維持するためには特定の国民通貨を国際通貨にしなけれぼならないという事情が，アメ

リカの相対的地位が低下した段階でも ，それが最も強い金融資本をもつ国であるかぎり ，

ドルが各国の信認をうる条件にな っている 。したが って ，外国為替手彩の金交換性は ，

外国為替手形が国民通貨として機能するための不可欠の条件ではない 。

　また，一方で各国の金融資本の蓄積は不均等におこなわれ，他方で特定の国の保有す

る金準備は限定されているから ，金と国際通貨の交換　　ｆ責権債務の相殺差額の金によ

る決済　　は停止せさるをえない可能性をもつ。金融資本の支配する独占段階ては，金

融資本の蓄積法則によっ て貨幣法則が侵害され，金による最終決済が停止されるのが必

然なのである 。そこで問題は，金による国際的最終決済が停止されているもとで，「国

際的最終決済は金である」という法則がどのように貫徹しているかである 。すなわち ，

貨幣法則の反発の問題である 。このように問題をたてることによっ て，一見不合理に見

える現実を法則的に説明できるのであ って ，小野氏のように，金交換性を外国為替が国

際通貨として機能する不可欠の条件と理解すると ，現実はたんに「無理」としか規定で

きないことになり ，貨幣法則の現代的貫徹形態を説明できないことにな ってしまうので

ある 。ここに氏の国際通貨規定の限界性がある 。

　（２）金廃貨説について

　金ドル交換停止下の世界市場においては，ドルが金に代わって一般的等価物として機

能するかのような現象が生じている。このことを説明するために，岩野茂道氏は，マル

クスの貨幣論に独特の解釈を加えて貨幣か「商品形態から解放される」ことをマルクス

の見解として主張されて ，次のようにいわれる 。

　　「価値形態の展開によって紡ぎ出された貨幣は，その完成形態では当然それ自身が労働生産物

　である丁商品』でなくてはならないが，貨幣のもつ機能規定によっ ては，つまり現象彫態におい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９）
　ては，商品姿態から解放されることが可能である ，とマルクスは説明する」。

　氏がここで「貨幣のもつ機能規定によっ ては」貨幣が「商品姿態から解放される」と

いわれるさいの貨幣の機能規定というのは，貨幣が観念的な価値尺度として機能する場

合， 流通手段機能が価値章標によっ て代理される場合，支払手段機能から信用貨幣が発

生する場合のことである 。氏はこれらの場合に限定して貨幣が商品姿態から解放される

（３７２）
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と主張されるが，貨幣が商品姿態からｒ解放」されてしまうのであれば，価値尺度や流

通手段として機能するものは価値でなくてもよいことになる 。これは，結局は，貨幣は

価値でなくてもよいという見解と同じである 。このような氏の見解は貨幣の諸機能の理

解において誤 っているが，貨幣それ自体の理解においても根本的に誤 っている 。商品の

内在的価値カミその商品に等置される他商品の使用価値の一定量で表現されるというマル

クスの規定は，貨幣の機能規定の前提として ，商品経済関係において必然的に貫徹する

法則だからである 。

　商品の価値が労働時間によっ て直接的に表示されず，労働時間が対象化された他商品

の一定量で表示されるのは，資本中義的経済関係がその基礎において商品径済関係をも

っており ，商品経済関係が「互いに他人であるという関係」だからである 。マルクスは

商品生産における経済的杜会関係を相互他人性という経済的杜会関係として明確に述べ
　２０氾１〕

ている 。この商品経済関係は，私的所有にもとづく無政府的生産である 。だから ，商品

は労働時問を直接に表示せず，商品はその内在的価値を他の商品の一定分量で表示しな

けれぼならない。岩野氏は『資本論』の「価値形態」を理解されておられない。また ，

商晶所有者の経済関係が相互他人的であり ，生産の形態が無政府的牛産であることは世

界市場においてもかわらない。だからこそ，世界市場における諸商品の一般的等価物は

特殊な商品，すなわち金なのである 。

　氏は貨幣の諸機能の方からみて貨幣が「商品形態から解放される」と主張されるが ，

貨幣が観念的な価値尺度として機能したり価値章漂に代理されるとい っても ，それは商

品経済関係を前提にしており ，商品経済関係を廃止しないかぎり貨幣が商品姿態から

「解放」されることはない。それはつねに一般的等価物としての金を前提する 。また ，

金ドル交換停止は金とドルとの間のつながりを制度的に断ち切りたいという金融資本の

欲求を表現するものであるが，しかし ，そのように宣言したからとい って商品経済関係

は停止されず，資本主義的競争のもつ無政府性も止揚されない。したが って ，世界市場

における一般的等価物が金であるという法則は，金ドル 交換停止のもとでも貴徹しよう

とするのである 。

　岩野氏が，貨幣が「商品姿態から解枚される」と主張される論拠の一つは，貨幣が観

念的な価値尺度として機能することであ った。氏は先の引用に続けて次のようにいわれ

る。

　　「第 一一 に， 貨幣は『その価値尺度の機能においてはただ観念としての貨幣，または理念的貨幣

　として用いられれぼいいのである』。 いわゆるワルラスの ニュメレール（計算貨幣）に相当する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３７３）
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　ものであろう 。……丁ニュメレール』という観念的存在の中には，貨幣の本質が，およそ素材
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２）
　（ＳｔＯ丑）なるものと無縁のものであるという関係を極限時に示している点で重要である 。」

　たしかに，諸商品の価格は頭のなかで観念的に一定分量の金と比較すればつけられる

のだから，価格規定にあた っては，現実の金が必ずしも必要なのではなく ，表象された

金が計算貨幣として機能すれぱよい。だが，このことは，「貨幣の本質が，およそ素材

（・ｔＯ丑）なるものと無縁のものである」ということを意味しない。ドルやマルクという

貨幣名称は金の一定重量を代表する単位であり ，貨幣名称の一定量をもっ た金の一定量

がそれに対象化された労働量を表現する 。これは，マルクスが価値の尺度の価格の度量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２３）
標準への法化として述べているところである 。

　価格の度量漂準は，最初は，金属重量を測る基準と合致していたが，貨幣の悪鋳や価

値尺度の銀から金への転化によっ て， 価格の度量標準と金属重量を計る単位は分離する

ようになる 。それぞれの国において法律で金の一定量に対して ，ドル，マルク等のよう

な貨幣名称が付与され，価格の度量標準が確定される 。その結果，貨幣は計算貨幣とし

て機能し，価格決定にあた っては表象された金が計算貨幣として機能すればよいことに

なる 。このようにマルクスは，価値の尺度の価格の度量漂準への転化を説明しており ，

「貨幣の本質が，およそ，素材（・ｔＯ丑）なるものと無縁なるもの」などとい っているので

はない。むしろ逆に，氏が引用されている文章の直後で「この事情は，まっ たくばかげ

た理論が現れるきっ かげにな った」と述べて『経済学批判』の「貨幣の観念的度量単位
　　　　　　　　　　　　　　　　　２４）
説」批判を参照するように指示している 。観念的価値尺度として機能するのはやはり金

という「素材」であ って ，それ以外のものではない 。

　国境の内部において価値尺度として機能するのは金であるが，世界市場においてもそ
　　　　　２５）
れは金である 。マルクスは世界市場における価値尺度を「金と銀」としているが，それ

は当時国内的に銀本位制をとっている国があ ったからであり ，世界の大部分が金本位制 ，

金見換制をとるようにな った段階　　第一次大戦前　　以後においては，世界市場にお
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２６）
いてもただ一つの商品，金が価値尺度として機能するのである 。今日 ，資本主義各国は

金免換を停止しており ，各国の貨幣名称と金の代表関係は確定していないが，前節でみ

たように，国際的な経済関係がその基礎において商品経済関係であるかぎり ，世界市場

における　般的等価物は金てあり ，金は今日においても観念的な価値尺度として機能し

なけれぱならないという一般的本質を，今日の具体的な現象のなかで一定の中問項を媒

介して証明することが科学である 。

　岩野氏が貨幣が金属実体から分離可能であると ，主張されるもう一つの論拠は，見換

（３７４）
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制から不換制への移行によって ，国家によっ て強制通用力を付与された無価値な紙券

（不換銀行券）が見換銀行券や生身の金に代わ って流通するようにな ったということであ

る。 氏は次のようにいわれる 。

　　「ひとたび中央銀行券が成立する段階になると ，免換義務という金属の外皮は，まぎれもなく

　はぎとられ，貨幣はいかなる機能でとらえても素材価値とのかかわりを必然的なものとしない様

　相を明らかにしてくる 。すなわち，直接には，金の対外流出とそれに前後して発生した対内流出

　を契機とした国際金本位制当時の信用恐慌は，そのたびごとに当局による銀行券の金免換停止と

　その銀行券の追加供給という応急の手段でもっ て解決されてきたが，このいくたびにもわたる経
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７）
　験が制度化されて不換銀行券が現金として定着したのである」。

　不換銀行券の流通によっ て中央銀行は金債務の決済から解放され，そのかぎりではい

くらでも無価値な紙券を発行できるようになるとみえる 。ただし，こうみえるのは，無

価値な紙券の発行による収奪は当然国民の反発を生むのであるから ，この点を捨象すれ

ぼのことである 。しかし ，そのことは氏がいわれるように，貨幣が素材価値との関係を

たちきっ てしまうことを意味しない。独占資本の生産する大幅な商品資本を購買するた

めに，流通必要金量を越える大幅な紙幣発行をおこなえぼ，紙幣は減価してインフレー

ションという現象があらわれるからである 。無価値な紙券の流通といえども ，そこには

価値法則の展開形態である流通必要金量の法則が支配しているのであり ，価値法則から

自由になるわけではない。さらに，国家の強制通用力がはたらくのは国境の内部に限定

されるから ，無価値な紙券が通用するのは一国内部においてだけである 。したが って ，

国際的な債権債務の相殺差額　　相殺は金交換をもたない為替ておこなわれるとしても

　　金によって決済されなけれはならない。この意味てマルクスは，世界貨幣は　般的

支払手段として機能すると述べている 。

　　「世界貨幣は，一般的支払手段，一般的購買手段，富一般の絶対的杜会的物質化として機能す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８）
　る。支払手段としての機能は，国際貸借の決済のために，他の機能に優越する」。

　以上のことから明らかなように，国際的な債権債務か為替取引によっ て　　為替か金

見換を保証されているかとうかにかかわりなく　　相殺されるとしても ，相殺差額の決

済は金でおこなわなけれぼならず，国際的最終決済手段は金であることにはかわりはな
２９）

い。

　（３）「ストッ ク・ アプ ローチ」説について

　いわゆる国際通貨規定の「ストック ・アプ ローチ」というのは，国際通貨の存在形態

を， 中心国銀行に置かれた非居庄者保有の中心国通貨建債権と理解して ，この預金勘定

（３７５）
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による国際的債権廣務の決済 メカニスム を分析していく見解てある 。「ストヅク　アフ

ローチ」説は，今日の国際通貨研究の支配的潮流とな っており ，論者によっ て様 々な見
　　　　　　　　　３ｇ）
解が提示されているか，この説を最も詳細に展開されているのは深町郁彌氏である 。ま

た氏の見解は，その独特の展開方法によっ て「フロー・ アプ ローチ」を否定される点で

誤っ たものであるので，ここでは深町氏の見解を検討していくことにする 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３１）
　深町郁彌氏の国際通貨論は，『現代資本主義と国際通貨』の第１章でその主要な内容

が展開されている 。そこで以下第１章の叙述に則して氏の見解を検討していく 。氏の見

解が徹底したｒストック ・アプ ローチ」であることは国際通貨の存在形態をｒ外国の金

融中心地に対する流動賃権」だげに限定される第１章１ ，２の叙述に見られるので，そ

の概要を示しておけば以下の通りである 。

　まず第１章の１では，国際通貨がその保有主体の違いから「公的国際通貨」とｒ私的

国際通貨」に分類される 。公的国際通貨は「諸国の通貨当局の保有する公的ドル債権残

高」であり ，私的国際通貨は「民間 レベルでの各国の対外短期流動債権」である 。第１

章の２では，リ：■タート（Ｐ・ｔ・・ Ｈ　Ｌｍｄ・血）の見解に依拠して国際通貨の一般的存在形

態を「外国の金融中心地に対する流動債権」と規定し ，その機能を準備通貨（…ｅ・Ｖ・

・ｕ・ｍ・ｙ）と媒介通貨（・・ｈ１・１・・ｕ・ｍ・ｙ）に分類される 。準備通貨とはｒ公的およぴ私的

外国人がかなりの分量とかなりの期間にわた って流動的な形態でよろこんで保有してい

る通貨」であり ，媒介通貨とは「流動的賃権の形態で，その通貨の結びついている国が

取引当事者としてははい っていない大量の取引がその中に含まれている国際的取引にお

いてたえず高い取引高をみせている通貨」である 。また，準備通貨の存在形態は「利子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２）
つきの定期性預金，財務省証券，その他の短期債務，…… 中長期の政府証券など」であ

り， 媒介通貨のそれは「当座預金」である 。またこの存在形態を公的国際通貨と私的国
　　　　　　　　　　３３）
際通貨にあてはめてみて ，前者は貯蓄性の定期預金や証券の割合が高く「準備通貨とし

ての性格」をもっ ており ，後者は当座預金の割合が高く「媒介通貨の性格」をもっ てい

るとされる 。最後に以上の国際通貨規定と貨幣論上の規定の関係が示されている 。それ

は， 公的国際通貨（準備通貨）は蓄蔵貨幣の第二形態にあたり ，私的国際通貨は蓄蔵貨

幣の第一形態にあたるが，両者とも発達した信用制度の下では利子生み資本の形態をと

っている ，というものである 。

　以上にみられるように，氏の国際通貨規定は，「外国の金融中心地に対する流動債権」

に限定され，外国為替手形は国際通貨範晴から完全に排除されている。これは，氏が国

際通貨の理論的規定をおこなうにあた って ，「歴史的な展開の順序であるとともに論理

（３７６）
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的に上向していく序次でもある」という方法で叙述していかれることから必然的に牛じ

てくることである 。氏は，第１章３でこの叙述の見地について次のように言われている 。

　　 「そこでまず私的国際通貨の形成がとりあげられなけれぼならない。……これは歴史的な展開

　の順序であるとともに論理的に上向していく序次でもある 。しかし私的国際通貨の形成をいうた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３４）
　めには，外国為替制度 ・為替取引に論理的上向の出発点を求めなければならない」

。

　すなわち，国際通貨の規定を，形成史として ，しかも論理的展開が同時に歴史的展開

であるようなそれとしておこな っていくと主張されているのである 。この方法にもとづ

く私的国際通貨規定の概要は以下の通りである 。

　「私的国際通貨の形成」は，第１章の３で，外国為替制度 ・為替取引をｒ論理的上向

の出発点」として展開されている 。その論理はこうである 。０送金為替手形による二国

間の債権債務の同一国内のそれへの振替 ・相殺による金現送費の節約，　荷為替制度に

みられる取立為替手形による個別資本にとっ ての資本の「流通時間」の止揚，投下資本

中の貨幣資本の節約，　引受信用，割引信用という銀行業の与える貨幣信用：銀行信用

による個別資本の投下資本の節約，個別資本間の商業信用によるｆ責権債務関係の銀行間

の債権債務＝銀行信用への上向転化，銀行間市場としての為替市場における銀行の為替

操作，＠国際金融市場（ロンドン）の形成，「この国際金融市場に所在する銀行におかれ

た当座預金残高　　それは他国の銀行にとっ ては支払準備金としての外国為替準備にほ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３５）
かならない　　か，まさに取引通貨としての国際通貨にほかならない」。つまり ，国際

金融市場に集中された外国人の預金勘定（ロンドン ・パランス）が，銀行間の国際決済に

利用されるという意味で取引通貨としての国際通貨なのである 。

　以上が氏の私的国際通貨の形成の論理であるが，問題は，送金為替手形，取立為替手

形および銀行間為替取引について述べる段階（０～　）では，国際通貨を規定できず ，

＠の段階で初めて規定できるとされていることである 。これは，歴史的にみて ，ポ ンド

が国際通貨の地位を独占する時期カ畑で述べられた条件を獲得する１９世紀末であること

だけでなく ，論理的にも次のような事情があるからだとされている 。

　　ｒ本来外国為替取引一般の次元では，為替は関係二国のいずれかの通貨建で組まれるわけであ

　るが，いずれか特定の一方の通貨建で組まれるということはまだ規定できない。それはまだ論理

　の枠外にある問題である 。ところが，実際には，外国為替はいずれか特定の一方の通貨建で組ま

　れるのが普通であり ，外国為替市場には特定国あての為替手形が圧倒的に多いのである 。…… な

　にゆえこうした事態が生じるのであろうか。この点の解明こそが国際通貨の形成を明らかにする
　　　　　３６）
　ことになる」。

　すなわち，外国為替取引を分析しただけでは為替が特定の一方の通貨建で組まれると

（３７７）
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いうことを規定できないという事情である 。そこで世界貿易の中心国であり ，国際金融

の中心であるという条件を明らかにしてはじめて国際通貨の規定を与えることができる

とされる 。したが って ，氏の国際通貨規定における外国為替論は，その論理＝歴史的な展

開過程の一環をなすだけで，国際通貨それ自体の規定をあたえるものではないのである 。

　たしかに，現実に国際通貨として地位を独占しているのは，資本主義の各発展段階に

おける ，世界貿易の中心国，国際金融の中心国の国民通貨であり ，この条件を欠いては

特定の国の国民通貨が国際通貨になることはないであろう 。だが，そうであるからとい

って ，外国為替手形を国際通貨でないとするのは妥当であろうか。私は，これは正しく

たいと考える 。たぜなら ，世界貿易の中心であるという条件や国際金融の中心であると

いう条件は，ひとたび獲得されてしまえぽ，その歴史的形成過程の痕跡をけしさり ，そ

の国の国民通貨が国際通貨としての地位を独占するからである。現実の国際取引は，そ

の国の通貨建 ・通貨決済で為替を組んでおこなわれているのであり ，その国の貨幣単位

が価格の度量標準として機能し ，その国の通貨建で国際決済がおこなわれているのであ

る。 したが って ，国際通貨を規定するにあた っては，ある特定の一国が世界貿易と国際

金融の中心であるという条件をすでに獲得していることを前提にし ，それを表象におき

ながら ，それを捨象して国際的商業信用，国際銀行信用のそれぞれの次元において国際

通貨規定をおこなうべきである 。後に分析する事実を表象におきながら，それを捨象し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７）
てある規定をおこなうことは，マルクスがどこでもおこな っていることであり ，国際通

貨を規定する場合もその方法にしたがうべきであり ，この方法によっ てこそ現実を正し

く説明できると私は考えるのである 。

　なお念のために述べておげぱ，ここで私が批判しているのは，外国為替手形が国際通

貨範晴から必然的に除かれてしまう　　したか って ，国際的商業信用およぴ国際的銀行

信用の次元て国際通貨規定をおこなえなくなる　　氏の論理＝歴史的な展開方法につい

てであ って ，国際通貨の存在形態が外国の金融中心地に対する流動債権であるというこ

とを否定しているのてはない。すなわち，いわゆるｒストソク　ァフローチ」を　般的

に否定しているのではな＝い。国際的な商品取引，資本取引の連関を分析して国際通貨の

規定をおこなえば，やはりそれは外国の金融中心地に対する流動債権であると私も考え

ており ，そのかぎりでは「ストッ ク・ アプ ローチ」は現実の一面をとらえたものである 。

　最後に，ここで検討した三つの見解に共通する限界について述べておく 。この三つの

見解は，国際通貨の理論的規定を与える際に，レーニンの『帝国主義論』を基礎として

（３７８）
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把握される現代の金融資本の蓄積法則と ，マルクス が『資本論』などで明らかにした貨

幣・ 信用法則との相互関係を分析するという見地を，共通して欠いている 。つまり ，マ

ルクスの貨幣 ・信用法則から ，必要な中間項を媒介して ，今日の不換ドルの国際通貨と

しての通用という現象を説明するという見地を欠いている 。不換国際通貨ドルの通用と

いう現象は，国際取引の場に世界貨幣としての金が登場しないという現象だから ，現象

する事実だけを見れぼ，マルクスの世界通貨法則が貫徹していないようにみえ，逆に国

際的信用関係の発展だけが目につく 。上述の相互作用という見地を欠いては，現象する

事実のなかにマルクスの貨幣法則（価値法則を含む）を捨て去るか，貨幣法則と無関係な

ものとして国際的信用関係だけが分析されることになる 。そのどちらにせよ ，マルクス

の貨幣法則の今日的貫徹形態は示されない。他方で，現代の金融資本の蓄積法則の分析

を欠いたまま ，国際通貨ドルの理論的規定が与えられる 。この両側面から ，不換国際通

貨ドルを媒介とした金融資本による世界的な価値収奪という事実が分析されずに終わる

ことになる 。ここに本稿で取り上げた諸学説の根本的な限界があり ，私が，上述の相互

作用を分析するという見地から不換ドルの貨幣 ・信用論的意味を考察した理由カニある
。

従来の諸見解は，その方法的見地に限界づけられて ，国際通貨ドルが不換であることの

意味を正しく説明できないのである 。

１）独占段階における経済的土台の運動法則は，『資本論』で示される諸法則と『帝国主義論』

　に示される諸法則との二重の運動法則からな っている 。しかし ，この二童の運動法則はたん

　に並列的に存在しているのではなく ，「競争と独占というたがいに矛盾する原則を結含」し

　ており ，それが帝国主義の本質である 。この点については，レーニン「四月全国協議会の意

　見についての考察」『レーニノ 全集』第２４巻，大月書店，４９２～４９３べ 一一 ジおよび，上野俊樟寸

　ｒ現代資本主義分析の方法」上野俊樹 ・鈴木健編『現代の国家独占資本主義』上巻，１９８７年
，

　序章，２３～２５ぺ 一ジを参照 。

２）「限界と制限」に関する弁証法については，久留間鮫造編著『マルクス経済学 レキシコン』

　ゆの「しおり」を参照されたい 。

３）マルクスは『経済学批判』のたかで，価値法則が「外部から機械的に侵害（ｖｅｒＩｅｔｚｔｅｎ）

　される」とのべている（マルクス『経済学批判』『マルクスエンゲルス 全集』第１３巻，大月

　書店，１０１べ 一一 ジ）。「外部から機械的に」とされているのは，ここでマルクス が念頭におい

　ている事例（対 フランス 戦争の戦費調達のための公債発行による紙幣減価）では，価値法則

　に対する侵害が偶然的なものであるためである 。この侵害が剰余価値法則，資本蓄積の法則

　によって行われるようになれは紙幣減価は皿妹的なもの　　イノフレーノヨノ　　になる
。

　また，独占段階に固有の蓄積法則である金融資本の蓄積法則は，直接的生産過程で生み出さ

　れた剰余価値を基礎としながらも ，国内的，国際的な流通過程での収奪，ケイノズ政策によ

　る国家を媒介とした収奪たどを含みながら発展してくる 。すなわち，金融資本の蓄積法則に

（３７９）
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　よる貨幣法則の侵害は，一般的な剰余価値法則による価値法則の侵害に加えて ，価値収奪を

　含みながら行われるのである 。

４）　『レーニン 全集』第２２巻，大月書店版，２６０べ 一ジ 。

５）「融合 ・癒着」の本質的内容の詳細については，上野俊樹「現代資本主義分析の方法」，前

　掲書，１～９ぺ 一ジ ，および，服部泰彦ｒ金融資本の概念規定とその運動形態」大阪市立大

　学大学院『大阪市大論集』第４３号，１９７４年９月 ，を参照 。

６）Ｋ．Ｍａｒｘ，Ｄａｓ　Ｋａｐｉｔａ１，Ｂｄ，ＩＩＩ．Ｍａｒｘ－Ｅｎｇｅ１ｓ　Ｗｅｒ
ｋｅ，Ｄｉｅｔｚ　Ｖｅｒｌａｇ，Ｂｄ．２５，Ｓ．６０５，大

　月書店版全集，第２５巻第２分冊，７６４べ 一ジを参照 。

７）ｒ国際通貨基金協定」（ＩＭＦ協定），ｒ国際通貨基金規約」 ，ｒ国際通貨基金規定」の全文は ，

　堀江薫雄『国際通貨基金の研究』岩波書店，１９６２年，附録を参照 。

８）　Ｃｏｍｍ１ｓｓ１ｏｎ　ｏｎ　Ｉｎｔｅｍａｔ１ｏｎａｌ　Ｔｒａｄｅ　ａｎｄ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ，Ｕｍｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　Ｉｎｔｅｍａｔ１ｏｎａ１Ｅ
ｃｏ

　ｎｏｍ１ｃ　Ｐｏ１１ｃｙ　ｍ　ａｎ　Ｉｎｄｅｐｎｄｅｎｔ　Ｗｏｒｌｄ，Ｇ　Ｐ　Ｏ ，１９７１（竹内書店出版部監訳丁相互依存の

　世界における米国の国際経済政策』竹内書店，１９７２年）。 本報告は国際貿易投資政策委員会

　委員長Ａ．Ｌ．ウィリァムズの名前をとっ て『ウィリァムズ報告』とよぱれている 。

９）たと尺ば，１９６９年６月のＢＩＡＣ（ＯＥＣＤ民間諮問委員会）資本移動　資本市場委員会オ

　スロ 総会におけるＣＣＵＳ（全米商業会議所）代表の報告である 。同総会では，ＣＢＩ（英国産

　業連盟）とＢＤＩ，ＢＤＡ（西独牽業連盟，経営者協議会連盟）の代表が，変動相場制への移

　行を提案し ，過渡期措置として為替変動幅１０％案（ＣＢＩ），ワイダーバンドのクローリング

　ベッ グ案（ＢＤＩ，ＢＤＡ）を示している 。また，日本の経済団体連含会代表も ，為替変動幅上

　下５％および平価変更規制緩和を提案して ，固定相場制の改革に積極的な姿勢を示している 。

　ＣＣＵＳ代表は，具体的な改革案こそ示さなか ったものの，現行固定相場制に問題があるこ

　とを指摘している 。『日本経済新聞』１９６９年７月１５日ｆ寸 。

１０）たとえぱ，合衆国上下両院合同経済委員会 ・国際収支小委員会の報告，“Ｎｅｘｔ　Ｓｔｅｐ　ｉｎ

　Ｉｎｔｅｍａｔｉｏｎａ１Ｍｏｎｅｙ　Ｒｅｆｏｍ ”， １９６８，Ｇ．Ｐ．Ｏ．（ｒ国際通貨改革の次のステ ップ」 ，丁東洋径

　済』１９６９年新年特大号所収），“Ｔｈｅ　Ｂａ１ａｎｃｅ　ｏｆ　Ｐａｙｍｅｎｔ　Ｍｅｓｓ” １９７１，Ｇ．Ｐ．Ｏ
．， を参照 。

１１）たとえば，ＣＥＡの報告，“Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ｒｅｐｏｉ　ｏｆｔｈｅ　Ｐｒｅｓｉｄ
ｅｎ

ゼ， Ｊａｎ．１９６９，Ｊａｎ．１９７１
，

　を参照 。

１２）たとえぱ，第１回日米経済協議会合同総会（１９７２年６月１５日～１７日 ，東京）貿易 ・資本問

　題専門部会に提出されたアメリカ側ポジシ ョン ・ぺ 一パー（経済団体連含会『経済資料』第

　２７７号 ，１９７２年８月 ，所収）を参照 。

１３）小野朝男「世界市場と金為替」松井安信 ・三木毅編［世界市場と金為替』ミネルヴ ァ書房 ，

　１９７８年９２－９４べ 一ジ 。

１４）今宮謙二［現代国際金融の構造』実教出版，１９７６年 ，１２～１３べ 一ジ 。

１５）上野俊樟寸ｒ労働価値論と現代」０［経済』１９８５年５月号 ，２６２～２６４ぺ 一ジを参照 。

１６）宇野弘蔵氏は，労働力商品化の無理について次のように述べている 。

　「労働力の商品化に一般的基礎を置く資本家的生産方法も ，それが労働力の商品化という元

　来無理な彩態をもつものであることを，したが って ，また一定の歴史的な発生，発展，没落

　の過程を経過せざるをえないことを明らかにする」（宇野弘蔵丁宇野弘蔵著作集』第７巻 ，
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岩波書店，１９７４年 ，１９べ 一ジ）。

　宇野氏のこの見解に対して見田石介氏は次のように批判しておられる 。

「しかし与えられた状態を『無理』だとすることは，直接的にはいかにもその運動，変化を

説明するようにみえるが，じっさいはそうではない。それは事物の運動を，無理はありえな

いということで説明するものであるが，それならそうした幾百幾千の無理な事実そのものは ，

どうして発生し存在しえたであろうか。それが無理なら ，それらはすべてはじめから存在し

えなか ったはずである 。いまの場合についていえぱ，『無理』である資本主義は，そもそも

発生しなか ったであろう 。あるいは反対にこうも言いうるだろう 。労働力の商品化と資本主

義とが数世紀にわた って存続し発展してきた，という事実は，『無理』が存在しえないこと

ではなく ，むしろ反対に，丁無理』がいくらでも存続し発展さえしうることを証明している ，

と。 労働力の商品化と資本主義とを『無理』だと宣言することによっては，け っしてその歴

史性を証明することはできないし ，もちろん杜会主義の科学的基礎付けなどできないのであ

る」（見田石介［見田石介著作集』第５巻，大月書店，１６０ぺ 一ジ）。

　不換ドルの通用をｒ無理」とみる見解は，そこからｒ国際通貨体制の動揺」（小野朝男 ，

前掲論文，９３べ 一ジ）や国際通貨危機を導き出すのであるが，その方法的基礎にあるのは字

野弘蔵氏の方法と同じものであり ，この見田氏の批判がそのままあてはまるであろう 。「無

理」なものが現実化しているという説明では，国際通貨体制の歴史的発生の必然性を明らか

にすることはできないのである 。

　小野朝男，前掲論文，８１～８４べ 一ジ 。

　ある国の国民通貨が国際通貨となるためには，その国が国際取引の中心であり国際金融の

中心であるという条件を獲得する必要があるが，い ったんこの条件を獲得してしまえば，そ

の国の外国為替手形が国際的決済手段として機能する 。外国為替手形は，国際的決済手段と

して機能するという意味で国際通貨となる 。したが って ，国際通貨を規定するためには，国

際的商業信用の次元で規定しておく必要があると思われるのである 。なお，「ストッ ク・ ア

プローチ」 ，ｒフロー・ アプ ローチ」という見地から従来の諸学説を総括されたのは岩野茂道

氏てある 。岩野茂道「国際通貨の理論」小野朝男編ｒ金　外国為替　国際金融ｊタイヤモノ

ド杜，１９８６年，第７章，を参照 。

　岩野茂道丁ドル本位制』熊本商科大学海外事情研究所，１９７７年，２０１べ 一ジ 。

　Ｋ　Ｍａｒｘ，Ｄａｓ　Ｋａｐ１ｔａ１，Ｂｄ　Ｉ　Ｍａｒｘ－Ｅｎｇｅｌｓ　Ｗｅｒｋｅ，Ｄ１ｅｔｚ　Ｖｅｒ１ａｇ　Ｂｄ２３，Ｓ５７，大月

書店版全集，第２３巻第１分冊，５７べ 一ジ ，を参照 。

　ｅｂｅｎｄａ．，Ｓ．１０２，同上書，１１７ぺ 一ジを参照 。

　岩野茂道，前掲書，２０１～２０２ぺ 一ジ 。

　Ｋ．Ｍａｒｘ，ａ．ａ，Ｏ
．，

Ｓ． １１２，前掲書，１２９べ 一ジを参照 。

　ｅｂｅｎｄａ．，Ｓ，１１１，同上書，１２７ぺ 一ジ 。

　ｅｂｅｎｄａ．，Ｓ．１５７，同上書，１８６べ 一ジ 。

　金の価値尺度機能の今日的貫徹形態については，山田喜志夫ｒ金（１）一現代における金

の意義と役割」小野朝男編［金 ・外国為替 ・国際金融』ダイヤモンド杜，１９８６年を参照
。

　岩野茂道，前掲書，２０５べ 一ジ 。
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２８）Ｋ．Ｍａｒｘ，ａ．ａ．０
．，

Ｓ． １５７～１５８，前掲書，１８７ぺ 一ジ。なおここで，マルクス が使 っている

　「般的」という言葉に，外国為替取引（国際的商業信用），為替決済の外国為替銀行への集

　中（国際的銀行信用）を前提した相殺差額の「最終的」決済という意味を含ませることには

　異論があるかと思われるので簡単に説明しておけばこうである 。たしかにマルクスの貨幣論

　では信用関係は捨象されているから，国際的商業信用と国際的銀行信用はここでは直接には

　とりあげられてはいない。しかし，国際的な債権廣務の相殺差額か最終的に金で決済される

　ことは信用関係を捨象した貨幣論においても論じうることである。これは，［資本論』第三

　章第三節 ａ「貨幣蓄蔵」のところで，銀行信用を念頭におきながらそれを捨象して，蓄蔵貨

　幣そのものの機能としてその貯水池機能を問題にしていることや，三節ｂ「支払手段」のと

　ころで，商業信用を念頭におきながらそれを捨象して ，債務者と債権者の関係として支払手

　段機能を論じていることを考えれぱ，理解されることである 。同じように，三節 Ｃ「世界貨

　幣」においても国際的信用関係を念頭におきながらそれを捨象して，すなわち倹務者と賃権

　者との関係として支払手段機能を論じているのである 。したが って ，「一般的」という言葉

　には，機能する範囲が個別的な国民経済の枠内を越えた「国際的」な領域であるという意味

　に加えて，国際的な債権賃務の外国為替銀行への集中を前提した「最終的」決済という意味

　が含まれていると考えられるのである 。このことを明確に表現するために，本稿では，一般

　的支払手段という言葉に代えて国際的最終決済手段という言葉をもちいているのである 。

２９）「国際的最終決済手段は金である」という法則の今日的貫徹形態については，久留間健

　「不換ドルの国際通貨としての流通根拠」長洲一二編『現代資本主義と多元杜会』日本評論

　杜，１９７９年，を参照 。

３０）たと元は，久留間健，同上論文，木下悦二［国際経済の理論』有斐閣，１９７９年，片岡伊

　「国際通貨試論」大阪市立大学商学部経営研究会『経営研究』２９巻６号，１９７９年３月 ，など

　を参照 。

３１）深町郁彌［現代資本主義と国際通貨』岩波書店，１９８１年
。

３２）　 ここで廣権でなく「債務」とされているのは，アメリカ側からみているからである 。

３３）深町氏は次のような表を掲げておられる 。深町郁彌，前掲書，５べ 一ジ 。

　　　　　　　　　　対外トル建短期債務（１９７７年１２月末残高）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位１００万ドル）

その他 国際的 ・地

公的機関 銀　行
外国人

域的機関 合　計
（非貨幣的）

当　座　預　金
３， ５２８ １０ ，９３３ ４， ３０４ ２３１ １８ ，９９６

定　期　預　金
１， ７９７ ２， ０４０ ７， ５４６ １３９ １１ ，５２２

財務省証券
４７ ，８２０ １４１ ２４０ ７０６ ４８ ，９０７

その他短期倹務 １１ ．３８２
２，

２８ ．６１９
１〕

２． ２６３
２ｊ

１， ８１３ ４４ ，０７７

合　　　　　計 ６４ ，５２７ ４１ ，３５３ １４３５３ ２， ８８９ １２３ ，５００

〔注〕　１）米国銀行の外国支店にたいする債務，外国銀行の在米支店，代理店の

　本店にたいする廣務などの本支店勘定，銀行引受手形，コマーシャル ・べ 一一

　バー 譲渡可能定期預金証書（ＣＤ）などを含む 。

　　２）主として銀行引受手形，コマーシャル ・べ 一一 パー 譲渡可能定期預金

　証書からなる 。

〔出所〕　ルゐ閉１地附”ぼ Ｂ〃１３伽より作成 。
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３５）

３６）

３７）

不換ドルの貨幣 ・信用論的意味（野村）

深町郁彌，同上書，８べ 一ジ 。

深町郁彌，同上書，３１べ 一ジ 。

深町郁彌，同上書，３０べ 一ジ 。

庄２８）を参照 。

１２３

（３８３）




